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『公共工事の品質確保の促進に関する法律』
１．公共工事の品質確保に関す
る基本理念および発注者の責

務の明確化

２． 『価格のみ競争』から
『価格と品質で総合的に
優れた調達』への転換

３．発注者をサポートする
仕組みの明確化

公共工事の品質は、価格及び品質
が総合的に優れた内容の契約がな
されることにより確保されなければ
ならないことを明記

（第３条第２項）

・工事の経験等、技術的能力に
関する事項を審査（第１１条）
・技術提案を求める入札（第１２条）
・技術提案についての改善が可能
（第１３条）
・技術提案の審査の結果を踏まえた
予定価格作成（第１４条）

外部支援の活用による発注者
支援（第１５条）

不良・不適格業者の参入

発注者の能力差

厳しい財政状況

品質低下の懸念

独禁法改正の動き民間技術力の向上

欧米の先行事例 談合
ダンピングの増加

政府政府の策定する「基本方針」の策定する「基本方針」にに基づき基づき、各発注者は、各発注者は必要な措置を講ずる（第必要な措置を講ずる（第９９条）条）

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の成立
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建設生産システムの現状と発注者責任を果たすための課題

一般競争入札への転換

手続の透明性、競争性の向上。

公共事業に対する

国民の不信感の

増大

談合事件等の発生

新しいシステムの構築

指名競争入札を中心としたシステム

優れた実績を有する信頼性の高い企業の

中から入札に参加する者を選定。

要点確認の監督・検査

標準化・マニュアル化

発 注 者

誠実な遂行

技術の習熟

受 注 者

指名 品質の
確保

信頼関係

これまでのシステム 現 状

多くの競争参加者の中から信頼性の高

い企業を優先的に選定することは困難

過当競争や利益優先による受注者側の

安全管理や品質確保に係る意識の希薄

化

設計ミス・施工不良等の見落としに対す

る恐れが増大破綻

問 題 点

発注者責任のあり方

①国民のニーズにあった

社会資本整備に関する責

任

②価格と品質が総合的に

優れたものを、タイムリー

に調達し継続的に提供す

る責任

③発注者と受注者がそれ

ぞれ工事等の品質確保に

責任を持つ仕組みを構

築・維持する責任

指名競争入札における

「好循環」にかわる循環

システムの構築

大・中・小の循環システ

ムの構築

公共事業費
の削減
競争の激化

＝
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入札・契約資格審査
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多様な発注方式の採用

成績評定の重視

技術提案等を格付・入札参加要件に反映 成績評定を格付・入札参加要件にフィードバック

設計思想
等の伝
達・共有

企業の技術力
を重視した格付
制度・入札参加
要件

総合評価
による技
術提案機
会の付与 優れた

提案技術

施工プロセスを
通じた検査

受注者によ
る品質保証

【小循環】
個々の工事等において品質の高い成果が確実
に得られる仕組み

【中循環】
企業の実績や努力が受注者選定に適切に反映
される仕組み

【大循環】
建設生産システム全体を通じて各段階の経験が
着実に次の段階へ引き継がれ、かつ上流段階
に環流される仕組み

○一般競争入札の対象拡大（H20年度中に6,000万円以上）と総合評価落札方式の拡充
○詳細設計付き施工発注方式、設計施工一括発注方式等、多様な発注方式の採用

一般競争下での良い循環を目指して
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